
款 項 目

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

（１）事務事業名 花と緑いっぱい運動 （２）新規・継続評価の別 継続

施 策 体 系 施策分野別計画 部(局) 町民生活部

基 本 目 標 自然と共生したうるおいのあるまち 課 生活環境課

分野別目標 花いっぱい・水と緑のまちづくり 係 人権・協働推進係

施 策 分 野 花と緑いっぱい運動 （５）主担当者区分 課長補佐

施　　　　策 花と緑いっぱい運動の普及・促進 （６）関連する課 都市整備課、産業課、生涯学習課

（７）根拠法令・条例・規則
　　　・要綱等

２．事業内容・投入コスト

事業の対象になる相手方 すべての町民 実施期間 R2.４ ～ R3.3

会　　計 予 算 科 目 ２ １ ９

　　  コスト総額 千円 5,549 5,568 5,473 5,530 5,530 

事業費等 千円 813 726 688 745 745 

国支出金 千円

県支出金 千円

地 方 債 千円

そ の 他 千円

一般財源 千円 813 726 688 745 745 

人　件　費 千円×人役 4,736 4,842 4,785 4,785 4,785 

正規職員 千円×人役 5,920 0.80 6,053 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 

正規職員時間外勤務 千円×人役 357 470 300 300 300 

その他職員 千円×人役

３．活動指標・成果指標

事務・事業を実行するための手段 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

活動団体数 団体 28 17 60.7 28 17 60.7 

花のつどい開催 回 1 1 100.0 1 1 100.0 

講座開催 回 1 1 100.0 1 0 0.0 

事務・事業を実行したことによる成果 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

令和３年度　野木町総合計画進行管理　兼　事務事業評価シート（令和２年度実績分）

１．事業の位置づけ

（３）総合計画
　　　施策体系
　　　における
　　　位置づけ

（４）
担当
部署

事   業   内   容

町全体の緑化を進めることによって、花と緑に彩られた潤いある美しい景観を形成し、「花とレンガのまち」
をPRする。
また、町民による公共用地等の自発的な植栽活動によって「協働のまちづくり」を推進すると共に、町全体
の景観を向上させることにより、町のイメージアップを図ることを目的とする。

前年度から改善した点
昨年に引き続き、季節ごとの植え替えに多年草を入れることにより、一層の労力･金銭的コスト削減を図っ
た。きらり館花壇内に町のシンボルであるレンガを並べ景観力アップを図った。また、庁内敷地内に職員
が植栽を行い、花と緑いっぱい運動の周知啓発活動を行った。

区　　分 単位
平成30年度

（実績）
令和元年度

（実績）
令和2年度

（実績）
令和3年度
（見込み）

令和4年度
（見込み）

財
源
内
訳

（
１

）
活
動
指
標

指標名
単
位

ボランティアによる緑化活動の支援
（役場敷地内、駅前広場、きらり館、国･県道花壇
など）

（
２

）
成
果
指
標

指標名
単
位

ボランティアが実施する緑化活動のため、指標で
示すことができない。

（
１

）
事
　
業
　
内
　
容

（
２

）
投
入
コ
ス
ト

事
業
費



４．評価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

５．今後の課題・方向性

評　価 今後の方向性

評価 今後の方向性

評　価 今後の方向性

（
１

）
必
要
性

総合計画の目標に結び
付く事務・事業か

理
　
由

「花とレンガのまち」の発信手段として、公共用地の緑化に取り組ん
でいるため、A評価とする。

Ａ．結びつく

町民のニーズに即した事
務・事業か

理
　
由

継続して実施しているため、ニーズは横ばいとした。
Ｂ．ニーズが横ばいの事業である

（
２

）
効
率
性

事務・事業の実施に係る
民間活力利用の可能性
はあるか

理
　
由

現状として町民主体として実施している事業であるため、実施済み
とした。

Ａ．実施済み・できない

類似事業との統合・連携
や予算やコスト削減の可
能性はあるか

理
　
由

すでにコスト削減を実施しているが、団体の負担や財政的な負担
の観点からも、引き続き検討し実施していく。

Ｂ．検討の余地あり

（
３

）
公
平
性

事業の受益者に偏りがな
く公平性保たれているか

理
　
由

駅前や公道を活動場所としているため、公平性は保たれている。
Ａ．保たれている

事業の受益者負担割合
は妥当か

理
　
由

不特定多数の町民が、花と緑の景観を楽しむことができ、受益者の
負担割合は適当である。

Ａ．妥当である

（
４

）
総
合
評
価

事業再検討の余地
理
　
由

引き続きコスト削減を検討し、改善していく。
Ｂ．再検討の余地はない

事業終了の可能性・
終了条件の有無

理
　
由

町の景観形成の観点から考慮しても、事業の継続は必要である。
Ａ．事業終了の可能性はない

（
１

）
改
善
点

主
担
当
者

現在は、各団体が積極的に活動しているが、会員の高齢化が進んでおり且つ新規の会員数も増えていない状態である。活動を活性
化させるためには、ボランティア活動に取り組みやすい環境づくりや若い年代への周知啓発活動が必要である。
また、庁内の植栽活動や町ＨＰやＳＮＳを活用して、活動状況をアピールし2022年のいちご一会とちぎ国体のおもてなし事業（プラン
ターによる植栽事業）に繋げていく。

１
次
評
価

担当
係長

Ｃ．事業継続
限られた予算を効率よく活用し、町のイメージアップに繋げる事業を町民の方々と協働しながら
展開していく。

２
次
評
価

所属長
Ｃ．事業継続

「花とレンガのまち」を町のキャッチフレーズとしており、ボランティア団体の支援をいただきなが
ら継続的に事業を進めるべきである。

３
次
評
価

町長

（
２

）
評
価
・
今
後
の
方
針



款 項 目

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

（１）事務事業名 人権推進事業 （２）新規・継続評価の別 継続

施 策 体 系 施策分野別計画 部(局) 町民生活部

基 本 目 標 人を育み生きる喜びがあふれるまち 課 生活環境課

分野別目標 学ぶ姿勢がみなぎるまちづくり 係 人権・協働推進係

施 策 分 野 生涯学習の推進 （５）主担当者区分 主任

施　　　　策 人権教育の拡充 （６）関連する課 生涯学習課、こども教育課

（７）根拠法令・条例・規則
　　　・要綱等

人権擁護委員法、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、
部落差別解消推進法、野木町人権施策推進基本計画

２．事業内容・投入コスト

事業の対象になる相手方 すべての町民 実施期間 R2.４ ～ R3.3

会　　計 予 算 科 目 ２ ８ １

　　  コスト総額 千円 7,844 10,083 7,749 8,247 8,247 

事業費等 千円 3,108 5,241 2,964 3,462 3,462 

国支出金 千円

県支出金 千円 30 30 30 30 30 

地 方 債 千円

そ の 他 千円

一般財源 千円 3,078 5,211 2,934 3,432 3,432 

人　件　費 千円×人役 4,736 4,842 4,785 4,785 4,785 

正規職員 千円×人役 5,920 0.80 6,053 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 

正規職員時間外勤務 千円×人役 357 470 300 300 300 

その他職員 千円×人役

３．活動指標・成果指標

事務・事業を実行するための手段 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

人権行政合同相談 回 14 14 100.0 14 7 50.0 

啓発事業（講演会・講話） 回 4 4 100.0 4 2 50.0 

人権啓発活動 回 3 3 100.0 3 0 0.0 

事務・事業を実行したことによる成果 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

人権講演会来場者（Ｒ１） 人 80 140 175.0 80 0 0.0 

中学生人権講話理解度 ％ 80 98 122.5 80 0 0.0 

令和３年度　野木町総合計画進行管理　兼　事務事業評価シート（令和２年度実績分）

１．事業の位置づけ

（３）総合計画
　　　施策体系
　　　における
　　　位置づけ

（４）
担当
部署

事   業   内   容
「誰もが心豊かに暮らせる社会の実現を目指して」を基本理念とした人権施策推進基本計画に基づき、
様々な人権課題について、総合的かつ効果的な事業により、施策を推進する。

前年度から改善した点
・第2次人権施策推進基本計画（H28～32年度・５年目）
・次期計画の策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　分 単位
平成30年度

（実績）
令和元年度

（実績）
令和2年度

（実績）
令和3年度
（見込み）

令和4年度
（見込み）

財
源
内
訳

（
１

）
活
動
指
標

指標名
単
位

･人権行政合同相談
・人権講演会の開催
・人権の花運動
・中学生人権講話の開催
・各種イベントにおける人権啓発活動
・同和対策における人権推進事業委託

（
２

）
成
果
指
標

指標名
単
位

･野木町人権施策推進基本計画の改訂時期であったため、新型
コロナウイルス感染症の状況を見ながらの会議等の開催であっ
たが第3次野木町人権施策推進基本計画を策定することができ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・人権講
演会や中学生の人権講話については、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、実施を中止した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・新型コロナウイルス感染で罹患した方や家族に対する偏見や差
別、また医療従事者の方に対する差別などを防ぐためシトラスリ
ボンをボランティアの方に作成いただき、小・中学生に配布し差
別等しないよう啓発を実施した。

（
１

）
事
　
業
　
内
　
容

（
２

）
投
入
コ
ス
ト

事
業
費



４．評価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

５．今後の課題・方向性

評　価 今後の方向性

評価 今後の方向性

評　価 今後の方向性

（
１

）
必
要
性

総合計画の目標に結び
付く事務・事業か

理
　
由

人権啓発･相談などの事業は、法律や計画に基づき行政が実施し
なければならないものであるため、A評価とした。

Ａ．結びつく

町民のニーズに即した事
務・事業か

理
　
由

継続して実施しているため、ニーズは横ばいと考える。
Ｂ．ニーズが横ばいの事業である

（
２

）
効
率
性

事務・事業の実施に係る
民間活力利用の可能性
はあるか

理
　
由

人権課題の対策については、行政主体が望ましい事業であるが、
今後も民間団体と連携して実施していく。

Ａ．実施済み・できない

類似事業との統合・連携
や予算やコスト削減の可
能性はあるか

理
　
由

事業に独立性があるため、他事業との統合･連携が困難であるが、
コスト面においても小額で効果が得られるよう工夫している。

Ａ．現状が望ましい

（
３

）
公
平
性

事業の受益者に偏りがな
く公平性保たれているか

理
　
由

町内全域に、広報･チラシ等で周知し実施しているため、公平性は
保たれている。

Ａ．保たれている

事業の受益者負担割合
は妥当か

理
　
由

人権推進事業という特殊性を考慮した際、参加費は無料が望まし
い。

Ａ．妥当である

（
４

）
総
合
評
価

事業再検討の余地
理
　
由

基本的人権の尊重を目的とした事業の特殊性から、他事業との合
併や縮小など考えられない。

Ｂ．再検討の余地はない

事業終了の可能性・
終了条件の有無

理
　
由

上記の理由を含め、事業終了の可能性はない。
Ａ．事業終了の可能性はない

（
１

）
改
善
点

主
担
当
者

多くの人権課題について、人権擁護委員、多課、関連団体とも連携し取り組んでいきたい。

１
次
評
価

担当
係長

Ｃ．事業継続
基本的人権の尊重の実現のため、今後も人権擁護委員とも連携し、関係機関の協力を得なが
ら積極的に取り組んでいただきたい。

２
次
評
価

所属長
Ｃ．事業継続

　人権に関わる問題は、以前にも増して、取り上げられる事例が数多く発生し複雑化している。
人権問題に関する正しい理解や認識を深めるため、今後とも積極的に啓発活動や事業の展開
を図っていく必要がある。

３
次
評
価

町長

（
２

）
評
価
・
今
後
の
方
針



款 項 目

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

（１）事務事業名 男女共同参画推進事業 （２）新規・継続評価の別 継続

施 策 体 系 施策分野別計画 部(局) 町民生活部

基 本 目 標 人を育み生きる喜びがあふれるまち 課 生活環境課

分野別目標 学ぶ姿勢がみなぎるまちづくり 係 人権・協働推進係

施 策 分 野 生涯学習の推進 （５）主担当者区分 課長補佐

施　　　　策 男女共同参画の推進 （６）関連する課 健康福祉課・産業課・子ども教育課・生涯学習課

（７）根拠法令・条例・規則
　　　・要綱等

男女共同参画社会基本法、DV防止法、女性活躍推進法、野木町男女共同参画推進条例、野木町男女
共同参画プラン

２．事業内容・投入コスト

事業の対象になる相手方 すべての町民、町内事業所 実施期間 R2.４ ～ R3.3

会　　計 予 算 科 目 2 8 1

　　  コスト総額 千円 5,184 4,996 4,988 5,046 4,947 

事業費等 千円 448 154 203 261 162 

国支出金 千円

県支出金 千円 207 

地 方 債 千円

そ の 他 千円

一般財源 千円 241 154 203 261 162 

人　件　費 千円×人役 4,736 4,842 4,785 4,785 4,785 

正規職員 千円×人役 5,920 0.80 6,053 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 

正規職員時間外勤務 千円×人役 357 470 300 300 300 

その他職員 千円×人役

３．活動指標・成果指標

事務・事業を実行するための手段 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

講演会等の開催 回 1 1 100.0 1 2 200.0 

男女共同参画推進事業所認定制度 社 2 2 100.0 2 1 50.0 

DV防止啓発活動 回 3 1 33.3 3 3 100.0 

事務・事業を実行したことによる成果 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

ワークライフバランスセミナー参加人数 人 30 21 70.0 30 16 53.3 

審議議等の女性委員の割合 ％ 30 26 86.7 30 32 106.7 

令和３年度　野木町総合計画進行管理　兼　事務事業評価シート（令和２年度実績分）

１．事業の位置づけ

（３）総合計画
　　　施策体系
　　　における
　　　位置づけ

（４）
担当
部署

事   業   内   容
男女があらゆる分野に参画し、ともに責任を負いつつ、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実
現を目指す。

前年度から改善した点
・第２次男女共同参画プラン「ＤＶ防止基本計画」「女性の活躍推進計画」（H28～32年度・５年目）
・次期プランの策定

区　　分 単位
平成30年度

（実績）
令和元年度

（実績）
令和2年度

（実績）
令和3年度
（見込み）

令和4年度
（見込み）

財
源
内
訳

（
１

）
活
動
指
標

指標名
単
位

･男女共同参画に関する講演会等の開催
・女性会議の開催
・男女共同参画推進員の設置
・DV相談、DV防止のための啓発活動
・ワーク･ライフ･バランスに関する講演会

（
２

）
成
果
指
標

指標名
単
位･野木町男女共同参画プランの改訂時期であったため、

新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらの会議等の
開催であったが第3次野木町男女共同参画プランを策
定することができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業等もな
かなか進まなかった。WLBセミナーが1回のみの開催と
なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・企業がテレワークとなり、男女共同参画推進事業所認
定が１社の認定となってしまった。

（
１

）
事
　
業
　
内
　
容

（
２

）
投
入
コ
ス
ト

事
業
費



４．評価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

５．今後の課題・方向性

評　価 今後の方向性

評価 今後の方向性

評　価 今後の方向性

（
１

）
必
要
性

総合計画の目標に結び
付く事務・事業か

理
　
由

総合計画に「男女がともに輝けるまちづくり」が横断的目標として掲
げられているほか、男女共同参画宣言都市として推進していく事業
であるためA評価とした。Ａ．結びつく

町民のニーズに即した事
務・事業か

理
　
由

ワーク･ライフ･バランスや女性の活躍推進など、現代社会にとって
男女共同参画は推進していく必要がある。

Ａ．ニーズが増大している事業である

（
２

）
効
率
性

事務・事業の実施に係る
民間活力利用の可能性
はあるか

理
　
由

男女共同参画推進に関する啓発については行政主導が望ましい
が、DV相談等については民間活力（県内NPO法人2団体）を利用
することができる。活動内容等を確認し、協力していく方向で検討し
ていく。

Ｃ．検討の余地あり

類似事業との統合・連携
や予算やコスト削減の可
能性はあるか

理
　
由

男女共同参画の啓発という特殊性もあり、統合･連携・コスト削減は
困難である。

Ａ．現状が望ましい

（
３

）
公
平
性

事業の受益者に偏りがな
く公平性保たれているか

理
　
由

啓発事業であるため、町民･事業所等の参加は制限しておらず、公
平であると考える。

Ａ．保たれている

事業の受益者負担割合
は妥当か

理
　
由

啓発事業であるため、参加費は無料が望ましい。
Ａ．妥当である

（
４

）
総
合
評
価

事業再検討の余地
理
　
由

男女共同参画の推進を目的とした事業の特殊性から、他事業との
合併や縮小などは考えられない。

Ｂ．再検討の余地はない

事業終了の可能性・
終了条件の有無

理
　
由

上記の理由を含め、事業終了の可能性はない。
Ａ．事業終了の可能性はない

（
１

）
改
善
点

主
担
当
者

女性活躍推進やワーク・ライフ･バランス、DVなど取り組み課題が多いためそれぞれの課題に丁寧に取り組み、町民の意思の高揚を
図っていきたい。

１
次
評
価

担当
係長

Ｃ．事業継続
男女共同参画の意識啓発と同様に、近年増加しているDV相談についても他課と連携し、相談
者に寄り添うサポートを続けていただきたい。また、女性活躍の推進についても継続的な啓発等
の実施が必要。

２
次
評
価

所属長
Ｃ．事業継続

　男女共同参画都市宣言等により、男女共同参画への理解は進んでいるが、今後とも職場内は
もとより、町民への周知、意識啓発を継続的に実施していくことが必要。

３
次
評
価

町長

（
２

）
評
価
・
今
後
の
方
針



款 項 目

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

（１）事務事業名 協働推進事業 （２）新規・継続評価の別 継続

施 策 体 系 施策分野別計画 部(局) 町民生活部

基 本 目 標 支えあい・心ふれあうやさしいまち 課 生活環境課

分野別目標 心のかようあたたかいまちづくり 係 人権・協働推進係

施 策 分 野 ふれあいの拠点づくり （５）主担当者区分 主任

施　　　　策 協働のまちづくりの推進 （６）関連する課

（７）根拠法令・条例・規則
　　　・要綱等

野木町ボランティア支援センター管理設置条例、野木町協働のまちづくり指針

２．事業内容・投入コスト

事業の対象になる相手方 すべての町民 実施期間 R2.４ ～ R3.3

会　　計 予 算 科 目 ２ １ ９

　　  コスト総額 千円 9,803 7,879 7,767 8,457 8,974 

事業費等 千円 5,067 3,037 2,982 3,672 4,189 

国支出金 千円

県支出金 千円 1,450 250 476 766 1,025 

地 方 債 千円

そ の 他 千円 33 

一般財源 千円 3,584 2,787 2,506 2,906 3,164 

人　件　費 千円×人役 4,736 4,842 4,785 4,785 4,785 

正規職員 千円×人役 5,920 0.80 6,053 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 5,981 0.80 

正規職員時間外勤務 千円×人役 357 470 300 300 300 

その他職員 千円×人役

３．活動指標・成果指標

事務・事業を実行するための手段 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

ボランティア支援センター登録団体数 団体 120 96 80.0 120 96 80.0 

協働のまちづくり支援事業補助金交付団体数 団体 2 2 100.0 2 2 100.0 

NPO認証団体数 団体 6 5 83.3 6 5 83.3 

事務・事業を実行したことによる成果 令和元年度 令和２年度

目標 実績
達成度
（％）

目標 実績
達成度
（％）

ボランティア支援センター利用者数 人 6,000 7,165 119.4 6,000 2,973 49.6 

わがまち未来創造事業で実施したイベントの来場者数 人 360 427 118.6 360 80 22.2 

NPO認証団体文書処理件数 件 5 5 100.0 5 5 100.0 

令和３年度　野木町総合計画進行管理　兼　事務事業評価シート（令和２年度実績分）

１．事業の位置づけ

（３）総合計画
　　　施策体系
　　　における
　　　位置づけ

（４）
担当
部署

事   業   内   容

･町民活動やボランティア活動の拠点として「ボランティア支援センター」の充実を図り、町民が活動に参
加しやすい体制の整備を図る。
・協働のまちづくり支援事業やわがまち未来創造事業など、活動に対する支援制度を実施し、町民の自
主的で公共的・公益的な活動に対し、事業費の助成をする。
・NPO活動支援（法人認証関係事務、情報提供等）

前年度から改善した点
･ボランティア団体紹介パンフレットの発行（３年に１度）

区　　分 単位
平成30年度

（実績）
令和元年度

（実績）
令和2年度

（実績）
令和3年度
（見込み）

令和4年度
（見込み）

財
源
内
訳

（
１

）
活
動
指
標

指標名
単
位

･ボランティア支援センター管理･運営
･協働のまちづくり支援事業補助金交付
・わがまち未来創造事業（県連携事業）
・NPO団体への情報提供及び相談

（
２

）
成
果
指
標

指標名
単
位

･「ボランティア団体紹介パンフレット」の発行し、町
民へのボランティア活動のPRと参加促進を図っ
た。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なかな
か事業を実施することが出来なかった。また、新た
な交流の場としての「街角カフェ」も実施することが
できなかった。

（
１

）
事
　
業
　
内
　
容

（
２

）
投
入
コ
ス
ト

事
業
費



４．評価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

評　価

５．今後の課題・方向性

評　価 今後の方向性

評価 今後の方向性

評　価 今後の方向性

（
１

）
必
要
性

総合計画の目標に結び
付く事務・事業か

理
　
由

行政、町民、地域等が役割分担し、パートナーとしてまちづくりを進
める必要がある。

Ａ．結びつく

町民のニーズに即した事
務・事業か

理
　
由

継続して実施しているため、ニーズは横ばいとした。
Ｂ．ニーズが横ばいの事業である

（
２

）
効
率
性

事務・事業の実施に係る
民間活力利用の可能性
はあるか

理
　
由

県内の市民活動支援センター等に関しては、指定管理によりNPO
法人等が運営しているところも多くあり、民間活力利用は可能であ
る。Ｃ．検討の余地あり

類似事業との統合・連携
や予算やコスト削減の可
能性はあるか

理
　
由

ボランティア支援センターに指定管理制度を導入すれば、コストの
削減は可能となる。

Ｂ．検討の余地あり

（
３

）
公
平
性

事業の受益者に偏りがな
く公平性保たれているか

理
　
由

ボランティア支援センターの施設利用については、登録制である
が、ふれあいの場としてはすべての町民に対し広く提供している。
また、補助金等についても広報等を利用し広く周知していることか
らも、公平性は保たれている。

Ａ．保たれている

事業の受益者負担割合
は妥当か

理
　
由

ボランティア支援センター登録団体の活動は、無償の活動であるた
め、会館室使用料は無料であり、現状が適当であると考える。

Ａ．妥当である

（
４

）
総
合
評
価

事業再検討の余地
理
　
由

ボランティア支援センターの運営について、民間活力を取り入れる
ことにより、コスト削減や新たなサービスの提供の可能性が考えられ
るが、民間に移行するにあたっては関係機関と協議が必要となる。Ｂ．再検討の余地はない

事業終了の可能性・
終了条件の有無

理
　
由

これからのまちづくりは、町民と協働で築いていく必要があるため、
協働推進事業を終了する必要性はない。

Ａ．事業終了の可能性はない

（
１

）
改
善
点

主
担
当
者

協働のまちづくり事業の各団体が、補助金に頼らず独立して事業が行っていけるよう行政の立場として、サポート及び情報提供等を
行っていく。町民活動が、団体間内だけでの活動にならないよう、町の活性化に繋がっていくようなサポートを行っていく。

１
次
評
価

担当
係長

Ｃ．事業継続
補助金等の支援終了後も、事業が継続して実施できるよう、ボランティア支援センターと協力し
てフォローを続けていく。

２
次
評
価

所属長
Ｃ．事業継続

　町民の自主的、公益的な活動を支援する事業として定着している。今後とも豊かで活力あるま
ちづくりのために必要な事業と捉える。

３
次
評
価

町長

（
２

）
評
価
・
今
後
の
方
針


